
I孟三:l被告Yは，酒税の保全及び酒類業組合
|事実|
L竺三竺j 等に関する法律3条に基づいて設立さ

れた酒類業組合である。本件年金制度は，組合員

の福利厚生のために Yの設けた酒販年金制度で，

加入者が年金受給権を取得した以降， 3カ月ごとに

年金を受給するか，年金に代えて一時金を受給す

るかを選択することができるものである。本件年

金制度に関する規程や細則は， Yの各単位組合に

備え付けられていた。また，本件年金制度の改廃

はすべて Yの総会決議で決定されており，その審

議事項の要旨や本件年金財政の決算書，損益計算

書は， Yが月ごとに発行する酒販通信に記載され，

酒販組合の各組合員に送付されていた。

平成5年頃以降，本件年金の財政状況は徐々に

悪化し，平成 11年ないし 12年の総会においては，

数十億円単位の責任準備金の不足が生じているこ

とが報告され，かかる状況では「勇気ある撤退を

する時期にきているのではないか」との質問が出

たり，新規加入者よりも脱退者のほうが多くなっ

ていることが報告されるなどし，平成 13年には，

受託機関である訴外A信託銀行から，本件年金制

度廃止が1つの選択肢として提案されるに到った。

これに対して Yは，組織の信用が失墜するなどと

して本件年金制度の廃止に反対し，外債投資等に

より財政状況の回復を図ったが，投資先の外国企

業が破綻して資金の回収ができなくなったため，

平成 15年 12月に，年金事業の一時停止を総会で

決定して年金支給を停止し，翌日年5月には，本

件年金制度廃止を総会で決定した。

訴外Bは，昭和 61年から本件年金制度に加入

しており，平成9年5月に年金受給権を取得し，

年金の支給を受けていたが，平成 13年 11月に死

亡した。 Bの相続人である原告Xは， Bの年金受

給権を相続した際， Yに手続を問い合わせたとこ

ろ，平成 13年 12月， Yから，月額約 19万円の

割合で3カ月分をまとめて年金として受け取るか，

1204万円を一時金として受け取るかの受給方法が

あるとの案内を受けたことから，平成 14年 11月

末，前者の方法を選択する旨書面で届け出て，平

成 15年 12月までに年金として合計約 169万円の

支給を受けたが，上記のとおり本件年金制度が破

綻したため，以後の年金を受給できなくなった。

また， Xは，昭和 61年 6月より， Bとは別に本件

年金制度に加入しており，平成 12年 1月に年金受

給権を取得し，受給方法として年金による方法を

選択し，平成 15年 12月までに合計約590万円の
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支給を受けていたが，同じく本件年金制度の破綻

により，以後の年金を受給できなくなった。

なお， Bは，平成 9年に営業していた酒販庖を

閉庖していたため，その後においては Yの発行す

る酒販通信の送付を受けていなかった。また， Xは，

上記の各選択を行うに際し， Yに対して本件年金

の財政状況を特に問い合わせることはなしまた，

Yからも上記選択の手続について説明があったの

みで，当時における本件年金の財政状況について

具体的な説明がなされることはなかった。

本件は，以上の事実の下で， XがYに対し， X

が本件年金制度に関して年金か一時金かを選択す
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るに際し， Yから本件年金の財政状況の悪化につ

いて説明がなかったことは，契約上あるいは信義

則上の説明義務違反に当たると主張して， Xが年

金受給権相続時に一時金を選択していた場合との

差額，及びXとBとが本件年金に関して積み立て

た額から年金として受給した額との差額等である，

合計約 2400万円の損害賠償を求めたものである。

第 1審である東京地判平成 18年4月24日(判

時1955号43頁)は，①私的年金制度に一般的な破

綻可能性があり，本件年金制度が営利を目的とし

ていない以上，本件年金制度の一般的な破綻可能

性とこれに伴う不利益等について説明した上で選

択を行わせるべき契約上，あるいは不法行為法上

の信義則に基づく説明義務を Yに負わせることは

困難で、ある，②特段の合意がない限り，掛金元本

返還請求を認めることは困難である，としつつ，

③平成 13年から翌 14年頃における財政状況から

すれば，本件年金制度が破綻する恐れは Yにおい

て予測可能であり， fYには，本件制度について前

記のような破綻ないしこれに準じる状況が起こり

うる可能性が生じていることそれ自体を説明し，
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ったとは認めがたい。」

IV 組合員でない Xに対しても酒販通信と同程

度の内容が送付されることが望ましいが， iXは，

本件年金制度の変更がなされた場合には，その都

度，制度変更の内容を説明する文書を受領し，年

金残高の通知が定期的に送付されていたこと，本

件規程等についていつでトも閲覧することが可能で

あったこと，従前酒販通信の送付を受けていたの

で自ら送付を求めて入手することは少なくとも可

能であったことなどから，本件年金制度や本件年

金財政に関心や疑問があれば，問い合わせて上記

程度の内容を確認することは容易にできたといえ

るのであり，加えて，……Xは， Yに対して，受

給権の相続処理手続を尋ねることはしたものの，

特に本件年金財政等につき質問をすることなし

文説明を求めたこともないので、あるから……Yか

ら積極的に上記内容を示して説明するのは，却っ

て正確性を欠いて混乱を招き，本件年金制度の趣

旨にもそぐわないといわざるを得:ない」。

E 
I 本判決は，私的年金制度における「説明義

務」の存否が争われた事案に対し，年金規程から

解釈される当該年金制度の趣旨に照らして説明義

務が存在しないことを判示したものであり，実務

に与える影響が少なくないものと考えられる。し

かしながら，本件でYの「説明義務Jを否定した

結論についてはともかく，その理由については，

やや慎重な検討が必要である。

11 従来の裁判例では，年金の減額措置等につ

いて，当該措置とその手続が当該年金の規程違反

でない限り，有効とされるのが一般的傾向である

(大阪高判平成 18・11・28判時 1973号 62頁，大阪地

判平成 17・9・26判時1916号64頁，大津地判平成

16・12・6判時1892号62頁，大阪地判平成 10・4・

13判タ 987号 207頁。ただし，退職年金は賃金の一部

としての性格があり，打切りには賃金の減額と同程度

の理由が必要として，年金の打切りを無効とした，大

阪地判平成 12・12・20判タ 1081号 189頁参照)。

本件の場合，本件年金の減額及び支給停止，さ

らには年金制度の廃止が，いずれも総会での決定

によって行われ，これらの手続が本件規程に違反

しないことは明らかであるが，他方，総会におい

て本件年金の財政状況について種々議論が行われ，

受託機関からも年金制度廃止が選択肢として挙げ

られていたという事情から，果たして Yの「説明
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あるいは少なくともその可能性を加入者に認識さ

せるに足りるところの，本件年金財政に関する重

要な情報を示してこれに関する適切な説明を行っ

た上で加入者である Xに……選択を行わせるべき

年金契約上の付随的義務があったJ，と判示して，

Bの年金受給権の相続時に Xが一時金を選択して

いた場合との差額である約 1000万円の支払を命じ

たため， X， Y双方が控訴した。

E 
I 本件年金制度は「投資信託取引のように営

利を目的とし，手数料を徴収するような制度では

ない上に，……本件年金制度の法的性質，一時金

選択の仕組み，総会決議による改廃という一方的

制度改定があること，本件規程の内容が・…・・合理

性を備えていること等を考慮すると，……Yに，

本件規程以外に Xのいうところの契約上の，ある

いは不法行為法上の信義則に基づく説明義務を負

わせることは，本件年金制度自体からしてその合

理的な根拠を欠いている」。

11 本件年金制度は，制度的契約であるから，

「加入者，受給権者及び契約者に対しても，統一

的，画一的な取扱いが要請され，平等に差別なく

給付が提供されるとともに， Yにおいて各契約ご

との交渉や個別の契約内容の合意が認められない

ことが要件となっている」以上， iYが本件規程に

より正当に運用する限り， YがXに対して負う説

明義務の内容，程度，情報開示の内容等は，あく

まで本件規程に基づく画一的，統一的処理の要請

に基づくものであって，制度的に個別の契約で個々

に説明をする仕組みにはなっておらず， Yが，特

定の加入者，受給権者及び契約者に対するリスク

等に関し個々に説明を行うとする具体的な説明義

務を負っていると解することはでき」ず， iYの事

務局又は理事の個別的判断により，個別に問い合

わせをする，あるいは給付の選択をする加入者に

対し，その時点における年金の財政状況等につい

て具体的説明をすることは，却って本件年金制度

の趣旨・要件に反し，本件規程違反になるJ。
皿本件年金の財政状況と， Yの総会における

議論とを「総合考慮すると，本件・…・・選択時に対

応する期間において，本件年金制度の破綻ないし

これに準ずる程度の深刻な危機的状況にあったと

までは認めがたいJoiしたがって， Yは，その時

点で、本件年金制度が現実に破綻することの可能性，

危機的状況を認識し，あるいは予見する余地があ

原判決変更，請求棄却。
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すなわち，本件年金財政が悪化していたとして

も，その事実は総会における議論の要旨や本件年

金に関する決算書，損益計算書に現れていたはず

であり，酒販通信に記載された議論の要旨や決算

等の数値に改ざんや粉飾があったとは認定されて

いない。また， Xがこの時期に新たに本件年金制

度に加入したのであればともかく， B及びXは，

相当長年月にわたって本件年金制度に加入してお

り，酒販通信その他による本件年金制度に関する

情報を入手することが可能であったこと，かつ，

本件年金制度の基本的構造と Xの有する権利及び

選択肢については， Yから Xに対して， Xが選択

を必要とするときに，具体的数値をもって平易に

説明されていたことが，それぞれ認定されている

以上， Xとしては，年金受給開始後どの程度の期

間の経過をもって，年金と一時金との優劣が分か

れるかを，理解していたものと考えざるを得ない。

したがって， Yとしては， Xの選択に際して，

当時の Xの知識に応じた必要な説明を，本件規程

の下で果たしていたと言えるから， Yに「説明義

務違反」を問うことは，少なくとも本件の認定事

実からは困難であると言うほかない。

なお，本件年金制度の財政悪化や破綻について，

Y又はその役員に対する善管注意義務違反に基づ

く損害賠償責任が認められる可能性は，以上の議

論とは別に存在する。ただし，その際には， Yに

よる本件年金制度の管理運営方針に合理性がなか

ったこと，他の類似制度と比べて監督制度が実効

的でなかったこと，あるいは，本件年金制度に関

する情報開示に粉飾等が存在したこと等の事情を，

Xにおいて立証する必要があるであろう(粉飾決算

が長年にわたって行われた後に破綻した共済組合につ

き役員の損害賠償責任を認めた近時の判決として，佐

賀地判平成 19・6.22判時 1978号53頁とその控訴審

である福岡高判平成21・6・12平成 19年(ネ)第638

号判例集未登載，及び，佐賀地判平成20・12・26平

成18年(ワ)第344号判例集未登載がある)。

V 本判決に対して， Xは，判決理由に食違い

がある等として上告したが，最高裁は上告棄却の

決定をし(最決平成 19・3・2平成 19年(オ)第164号

〔判例集未登載))，本判決の判断は確定した。

*本判決については，光岡弘志・判タ 1252号42

頁，本漂巳代子・判例評論589号(判時1990号)17 

頁がある。

(ほしの・ゆたか)
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義務」が導かれるかが問題となる。

田 この点に関して本判決は，本件年金制度が

営利目的でなく，年金停止・廃止を含む改定が規

程上存在し，その内容が合理的であることからす

ると，本件規程以外に契約上あるいは不法行為法

上の信義則に基づく説明義務を Yに負わせること

は合理的な根拠に欠ける(判旨1)，本件規程に基

づく YのXに対する説明義務は，画一的，統一的

処理の要請に基づくものであり，個別の加入者に

対して具体的な説明義務を負っておらず，個々の

加入者に対して具体的な情報を提供することは，

かえって本件規程に違反する(判旨11)，本件選択

が行われるまでの聞に， Yにおいて本件年金の現

実の破綻に関する認識，予見が可能であったとは

認め難い(判旨皿)，本件年金の会計報告等につい

ては， Xがこれを入手しようと思えば可能で、あっ

たはずであり，かっ， Xから質問や問合せのない

状況でXに対する具体的な説明を行うことは，本

件年金制度の趣旨にそぐわない(判旨N)，と判示

し， Yには説明義務がないと結論付ける。

しかしながら，判旨の挙げるこれらの理由は，

個々的に見ると，必ずしも説得力がない。すなわ

ち，本件年金が営利目的でなく，年金制度の改廃

が規程上ありうることが制度の目的に照らして合

理的であるとしても(判旨1)，営利目的でなけれ

ばかえって個々の加入者に対して丁寧な説明を行

うべきであるとの議論も成り立つ以上，年金の目

的や規程の存在それ自体から， Yの説明義務を一

般的に否定することは困難である。また，年金制

度の画一的，統一的処理の要請から，個々の加入

者に対する個別の説明義務が否定されるとの判示

(判旨II)については，加入者からの問合せに対し

て個別に応答すべきでないことが前提となるから，

Xが選択に際して問合せをしていない以上個別の

説明の必要がないとの理由付け(判旨N)と実質的

に抵触する可能性がある。さらに，受託機関から

年金廃止が選択肢として挙げられている状況下で，

Yに本件年金の破綻に関する予測可能'性がなかっ

たとすることは(判旨凹)，やや無理な認定と言わ

ざるを得ない。

IV もっとも，第1審判決のように，本件年金

財政が順調であるとは言えず，かつ，総会で本件

年金制度を廃止すべきとの議論が出ていたとのこ

とから， YがXに対して近い将来本件年金が破綻

する可能性がある旨を告げるべき「説明義務」が

あるとすることも，疑問の余地が残るものである。
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